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Ⅰ はじめに

1958 年に，韓国会計制度史上の初のプロナウ

ンスメントである企業会計原則が公表された。

その後，上場法人規程（1974 年），企業会計基準

（1981 年），企業会計基準書（2001 年)
1)
の設

定・公表を通じて，韓国会計制度は今日の姿を

整えるに至った。そして近年の会計基準のコン

バージェンス（国際統合）の流れを受けて，

2007 年には，IFRS 導入に向けたロードマップ

が発表され，韓国会計制度は国際化に向けて大

きく変化しようとしている。

韓国会計制度のこうした発展史のうち，本稿

においては，企業会計原則の公表から企業会計

基準の公表に至るまでの変遷過程に焦点を当

て，韓国における会計制度の形成と変化の初期

過程を分析することにしたい。企業会計基準の

変遷，企業会計基準書への改正および IFRS の

導入に関する検討は，続稿の課題とする。

本稿において初期の会計制度に関して検討す

る意義は次の２つから見出すことができる。１

つは，「会計規範が従来どのように形成されて

きたかという〔……〕ような歴史的回顧なしに

は，将来への展望も適切さを欠き，また説得力

を有しない」（新井［1989］102 ページ）からで

ある。もう１つは，「現状の制度体系の姿のか

なりの部分は，その歴史的条件により規定され

るとされる」（青木・関口他［1996］35 ページ）

からである。

Ⅱ 分析の視点

企業会計原則は 1973 年に改正が試みられた

が，内容の改正はできず，その名称だけが塗り

替えられて 1974 年に「上場法人等
2)
の会計処

理に関する規程」および「上場法人等の財務諸

表に関する規則」（以下「上場法人規程」という）

として制定された。

韓国は，1970 年代から 1980 年代にかけて経

済的に発展を続ける
3)
一方，政治的には軍部お

よび特定政党が政治権力を握る状態にあった。

その結果，立法・行政・司法の３権や政府内の

各管轄部局も事実上これらの政治勢力によって

コントロールされ，権威主義型政府形態が実現

していた（奥野・関口［1996］260 ページ）。す

なわち，国家が希少な国内資本や経営資源を集

中的に動員する国家主導開発システムが制度化

されており，経済開発計画を立案し実行する強

力な経済官庁として創設された経済企画院
4)
を

頂点に，財務部（金融政策），商工部（産業育成

政策）などが経済開発政策および産業政策を展

開していた（高［2006］58-59 ページ）。会計制

度も例外ではなく，政府の絶対的な影響力に

よって経済発展のための会計を指向するように

なり，政府の強力な規制が会計原則の設定や会

計実務などに影響を与えていた（梁［1984］110

ページ）。

このように強力な政府が経済政策を推進する

ために企業会計原則の改正を進めたにもかかわ

らず，計画通りに企業会計原則を改正せずに，

企業会計原則および上場法人規程の併存という

選択をした理由は何か。その選択の背景に会計
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ルールの制度としての性質があるのではない

か，という疑問が本稿の出発点である。

会計ルールの設定および会計ルールの実務に

おける受容・普及において，藤井［2009］は，

「『当たり前とだれにでも受け取られるように

なった』かどうかが，制度形成のプロセスにお

いては決定的な要因となるのであって，ルール

の成文化は当該プロセスの進行を外形的に追認

または促進するものとして位置づけられること

になる」（45 ページ）と指摘している。かかる

観点からすれば，上場法人規程は会計ルールの

設定および会計ルールの実務における受容・普

及のプロセスにおける経済主体間の衝突によっ

て生まれ，「経済主体の戦略的な相互作用を通

じて『当たり前だとだれにでも受け取られるよ

うになった』」（藤井［2009］44 ページ）局面に

おいて企業会計基準へと一元化されたのではな

いかと，考えられるのである。

この観点は投資家という経済主体が積極的に

活動している市場を前提としている。しかし，

1970 年代の韓国の資本市場は未成熟であった

ため，投資家の存在はさほど重要ではなかった

（金融監督院［2002］56 ページ)
5)
。

1970 年代，高度経済成長期
6)
にあった日本に

おいて，会計制度はどのような展開を遂げたの

であろうか
7)
。浜本［1995］は，日本の高度経済

成長期における経済政策や産業政策は，行政上

の所管官庁の主導する政策であったと特徴づけ

られるとし，こうした政策運営は企業会計の世

界にも浸透していたと論じた（11 ページ）。さ

らに，日本の会計ルールが政府部門と企業部門

との間における相互作用を通じて形成されたと

指摘して，それを「政府・企業間関係モデル」

（４ページ）として定式化した。すなわち，会

計に内在する富の再分配機能によって経済的イ

ンパクトを受ける利害集団がおこす様々な反応

は，制度的ルールの制約内で自己の経済的効用

を最大化しようとする行動だけでなく，さらに

制度的枠組みそのものの改変をめざす積極的な

行動も起こしうると指摘している。さらに，会

計ルールの形成を会計実務と公的規制との相互

フィードバックを通じたダイナミックなプロセ

スとして捉える必要があると論じている（10

ページ）。

韓国においてもこれらと同様な特徴が見受け

られる。上述のように，国家主導開発システム

の制度化により，経済政策や産業政策は所管官

庁によって主導されており，会計制度も例外で

はなかった。さらに，上場法人規程の制定以降，

会計実務側が会計ルールの制定・改正に対して

積極的に関わるようになったのである
8)
。

先行研究において，韓国会計制度における上

場法人規程の意義と，同規程によって引き起こ

された議論による会計実務側の動きの変化につ

いて多少なりとも立ち入った検討を行ったもの

は筆者の知る限り存在しない。韓国会計制度の

数少ない先駆的研究である権［1989］は，1950

年代から 1980 年代までの間における会計制度

の変遷を，会計環境（政治・経済）および会計

行動領域（教育・規制）に焦点を当て，事実の

詳細な紹介を行っている。それは，初期の韓国

会計制度を理解するに当たって貴重な研究成果

であるが，およそ 40 年間における史実を網羅

的に検討しているため，１つの分析視点をもっ

て会計制度の変遷を詳細に検討するまでには

至っていない。この他，会計基準および一般原

則などの目的およびその内容について詳細な考

察を行った先行研究として，李［1975］，朴

［1977］，高［1978；1982a］，南［1981］がある

が，これらは個々の会計基準および諸原則の体

系や意義などを会計理論に基づいて分析したも

のである。さらに，夏目［1982］と朴［1982］

は，会計制度に関連する法制度の展開に関して

考察を行っているが，関連する事実の紹介の域

を出ていない。

なお，これらの研究を含む多くの論者が，会

計規範として企業会計原則と上場法人規程が併

存する状態を「会計原則（または会計制度）の
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二元化
9)
」とみなし，会計理論および会計実務に

おいて多くの悪影響を及ぼしたと批判してき

た。そうした負の側面が当該制度にあったこと

は否定しえない１つの事実かもしれないが，他

面では，上場法人規程の制定過程における多く

の議論によって，利害関係者が「会計に内在す

る富の再分配機能」（浜本［1995］10 ページ）を

中心とする会計の経済的諸機能を再認識する契

機となったのではないかとも考えられる
10)
。

本稿では上述の先行研究の成果を踏まえて，

制度派理論
11)
を援用して韓国会計制度の初期

段階に関する通史的な考察を行うとともに，上

場法人規程を韓国会計制度におけるターニング

ポイントとしての意義を考察する。さらに，上

場法人規程の制定を契機に会計制度形成に深く

関わるようになる会計実務側の動きをも分析す

ることを試みる。

本稿における「制度」とは，第１に，自生的

な社会的ルールであり，社会的な広がりをもっ

て会計実務側が受け入れるものを指す。すなわ

ち，「会計ルールが社会的な『制度』（institution）

として成立し，期待された機能を経済社会にお

いて果たしていくためには，当該ルールは実務

において『一般に認められたもの』でなくては

ならない」（藤井［2010］１ページ）ためである。

第２に，本稿における制度とは，法的制度に成

り得るものを指す。それは，韓国が成文法国で

あるためである。すなわち，徳賀［2000］が成

文法諸国の特徴として指摘しているように，韓

国における会計ルールは，「商法典の中に実体

規定として存在し会計実務を規定しており，会

計ルールの正統性は法律によって付与」（98

ページ）されていたためである。

初期の韓国会計ルールは実務帰納的に成立さ

れたものではなく，日本および米国の会計制度

を継受して人為的に作り上げられたものであり

（権［1989］121-124 ページ），その正統性は会

計規制側によって担保されていた。しかし，藤

井［2010］が指摘しているように，会計ルール

がその機能を実質化するためには，社会的ルー

ルとしての成立，すなわち会計実務側の受け入

れが必要不可欠な要素である。以上の観点か

ら，本稿における「制度」とは，上記の２つの

意味で用いる。

本稿においては，企業会計原則の内容，およ

び役割を検討した後，上場法人規程の背景，内

容および制定過程における議論を，制度派理論

を援用しつつ，関連文献に基づいて整理・検討

する（第Ⅲ節，第Ⅳ節）。そして，同規程の制定

以降，会計ルールの形成と変化に自発的に関

わった会計実務側の行動を分析する（第Ⅴ節）。

さらに，企業会計基準の制定経緯，背景および

内容に関して論じた後，結論を示す（第Ⅵ節，

第Ⅶ節）。なお，会計基準の改正内容は開示レ

ベル，すなわち附属明細書
12)
の内容を含む開示

の内容の変化をもって比較することとする。

韓国会計制度についてはこれまで多くの研究

がなされてきたが，当該制度の形成と変化のプ

ロセスに関する立ち入った歴史的・理論的検討

は，意外なほどなされていない。本稿での検討

が，韓国会計制度の特徴と展開方向を洞察する

際の一助ともなれば幸甚である。

Ⅲ 企業会計原則の制定

1958 年に，企業会計原則は財政金融委員会の

企業会計準則制定分科委員会による中間報告と

して制定され，実務に必要な財務諸表規則は財

務部告示として公布された。本節においては，

企業会計原則の内容および役割を概観する。

１ 企業会計原則の内容

企業会計原則は，大きく３つの主要部分，す

なわち一般原則，損益計算書および剰余金計算

書に関する原則，貸借対照表原則で構成されて

いた。損益計算の方法として当期業績主義を採

用し，収益の認識基準として実現主義を採用し

た。資産の評価原則として取得原価評価を採択
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しており，例外規程として棚卸資産に対して低

価評価を，一時的に所有する有価証券に対して

時価評価を認めた。作成すべき財務諸表の体系

として，損益計算書，剰余金計算書，利益剰余

金処分計算書，貸借対照表，および附属明細書

を挙げていた。

２ 企業会計原則の役割

朝鮮戦争の後，企業活動は低迷し，会計制度

は未整備であったため，会計慣行から会計ルー

ルを帰納的に成文化することは困難であり，会

計実務も統一されていなかった。そのため，企

業の経営成果および財政状態を正確に把握する

のは困難であった
13)
（李正浩［1975］35 ページ；

南・鄭［2007］309-310 ページ）。しかし，企業

会計原則の制定により，「会計実務の統一化を

図ることができるとともに会計用語および財務

諸表の作成様式が統一され，会計処理方法も次

第に改善できた」とされている（南・鄭［2007］

310 ページ）。さらに，権［1989］によれば，企

業会計原則は証券取引法および商法の制定，な

らびに税法の改正にも影響を与えたとされてい

る
14)
（123 ページ）。

ところが他方では，会計実務における企業会

計原則の役割はそれほど重視されていなかった

とされる
15)
（高［1978］101 ページ）。その理由

の１つとして，金［2009］は，政府および銀行

などの利害関係者が企業を評価する情報として

採択していたのが「会計情報」ではなく，「輸出

成果」であったことを挙げている（113 ページ）。

さらに，権［1989］は，上場法人でない一般企

業の場合は，企業外部者による会計監査または

政府による企業管理を受けることなく，税務官

庁による規制が唯一の会計規制であったため，

税務会計による会計処理のみが行われていたと

指摘している（85 ページ）。

以上のことから，企業会計原則は韓国におけ

る会計規範の明文化（その限りでの制度化）に

は貢献したものの，実務においてその規範性は

それほど重視されていなかったということが理

解されるのである。次節においては，上場法人

規程の制定の背景および内容，ならびに企業会

計原則の１次改正の内容に関して検討する。

Ⅳ 上場法人規程の制定

1960 年代後半から進められた企業公開政策

などにより，投資家などの利害関係者に対する

企業の財務状態および経営成果の開示が必要と

された。しかし，企業会計原則は 1958 年に制

定されて以降，1963 年の商法の制定に伴って財

務諸表規則の一部が修正されただけであったた

め，1970 年代の経済環境に適合していなかっ

た。これを受け，証券取引法に基づいて証券審

議委員会に企業会計分科委員会が設置され，企

業会計原則の改正が進められた。

1973 年８月に両委員会の審議を経て企業会

計原則の改正案が策定されたが，同改正案は同

年９月に行われた公聴会をはじめ，学界および

実務界から多くの批判と反対を受けた。そのた

め改正案としては公布されずに，「上場法人等

の会計処理に関する規程」と名称だけが変えら

れ，大統領令として 1974 年７月に公布された

（韓国証券取引所［1974］47 ページ；李正浩

［1975］35-37 ページ）。以下では，上場法人規

程の制定の背景および内容，ならびに公聴会に

おいて表明された諸見解を整理・検討する。

１ 上場法人規程の制定の背景

1960 年代に入ってから政府によって政策的

に推進された経済開発計画が功を奏し，経済が

急速に成長していった。それまで個人の資本を

中心に運営されていた企業は新たな追加資金を

必要とし，その追加資金を金融機関の融資，お

よび借款などによって補填していた（表１参

照）。しかし，1960 年代後半になると外国（主

に米国）からの援助などが次第に限界に達する

一方，企業の規模が拡大し続けたため，資金不
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足が深刻化した。その結果，海外借入が急増す

る
16)
とともに，間接金融を通じた資金調達の割

合が高止まりしていた（表１参照）。政府はこ

うした状況の解決を企業の公開による資金調達

方式の変換に求め，企業公開政策を進めるよう

になった（韓国証券取引所［1974］62 ページ；

朴［1982］370-371 ページ）。

政府は 1968 年 11 月に資本市場育成法を制

定・施行した後，証券取引法の改正，投資公社

および大手証券会社の設立，取引制度と流通市

場の整備など，企業の公開を積極的に進めて

いった。しかし，公開企業に対する種々の優遇

策
17)
が講じられたにもかかわらず，株式の公開

は進まなかった
18)
（蔡［1979］453 ページ）。

政府は企業の公開をさらに押し進めるため，

1972 年 12月に企業公開促進法を制定・公布し

た。従来の企業公開政策が公開法人に特典を与

えることによって公開を誘導したのに対して，

同法は政府に企業公開の命令権を与えて半強制

的な公開政策を可能にした。すなわち，財務部

長官が公開対象法人を選定して企業の公開を命

じ，公開指定を受けた法人がこれを履行しない

場合には，罰則を与えられるよう特別規制措

置
19)
を創設した。さらに政府は，1974 年５月

に「企業公開と健全な企業風土造成に関する大

統領特別指示事項」および 1975 年８月に企業

公開補完施策を発表した後，公開企業の選定リ

ストの公表および企業公開への期限を通告する

などして，企業公開政策を強力に押し進めたの

である（蔡［1979］456 ページ；権［1989］138-

139 ページ）。

以上のような政策を通じて企業の公開が進め

られた結果，1967 年には 24社に過ぎなかった

公開企業数が 1981 年には 343 社に増加し，

1981 年における 1967 年比の取引高および時価

総額はそれぞれ 104.7倍，76.9倍まで拡大した

（表２参照）。

２ 上場法人規程の内容

前文を含めて５つの章と 32 の条文から成る

上場法人規程は，証券取引法第 126 条の８の規

定により「証券審議委員会の審議を経て一般に
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11.7 20.3

26.6直接金融 16.7

表１ 企業の資金調達推移

（単位：％）

（出所）韓国経済白書 1971 年版，1975 年版，1979 年版，1980 年版より作

成。
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株数 時価総額取引高

24.2

1981 343

1976

24

企業数

2,959.12,534.23,074.6

108.734.4−501971

1,436.1

38.5−1967

591.7 628.7

表２ 株式取引および株価指標

（単位：百万株，10億ウォン）

（出所）韓国銀行『経済統計年報』。



公正妥当と認められる会計処理の原則を大統領

令によって定めることができ，この法の適用を

受ける者は前項の規程による会計処理原則に従

わなければならない」と明文化されており，法

的拘束力を付与された。

上場法人規程の主要な内容は次の通りであ

る。①損益計算書の作成基準として当期業績主

義を廃止し，包括主義を採択した。②財務諸表

の体系を損益計算書，利益剰余金処分計算書（ま

たは欠損金処理計算書），貸借対照表および附

属明細書と修正した。③連結財務諸表の作成規

程
20)
ならびに附属明細書に資金運用表および

未処分利益剰余金の作成が新設された。作成す

べき附属明細書が 17 部から 25 部へ拡大された

（資料参照）。④棚卸資産および有価証券は著

しく時価が下落し回復する可能性がないと認め

られた場合に低価評価の適用を可能にした。⑤

その他資本剰余金の範囲を具体化した。⑥外貨

表示資産・負債の表示方法および処理方法に関

する規程を新設した（韓国証券取引所［1974］

50-51 ページ；朴［1982］369 ページ）。

３ 公聴会で表明された諸見解
21)

本項においては公聴会における市場関係者，

実務界および学界の発言を中心に検討する。

投資家を保護する立場から韓国証券取引所の

常務理事である張基哲および韓国投資公社の副

社長である李満基が出席した。張［1974］は，

「同改正案が，投資者の権益擁護に重点を置い

た点，企業の適切な損益および財産の価値を表

示するようにした点，ならびに株式価値および

投資価値を合理的に評価するようにした点に関

して，開示制度の確立という立場から満足して

いる。〔……〕当期業績主義から包括主義へ変

更したことにより，投資者が配当可能額を容易

に判断することができた。〔……〕連結財務諸

表は投資者の立場からなくてはならない資料で

ある」（80 ページ）と改正案に対する賛同の意

見を述べた。李満基［1974］は，「急増している

投資者への正確な投資情報の伝達のため，現行

の企業会計原則を改正しなければならない。相

当な議論を巻き起こしている連結財務諸表の作

成は投資者の観点から必要である。さらに，有

価証券の評価問題，外貨換算差損の会計処理問

題に関しても同様のことが言えるのである」

（82-83 ページ）と改正案を支持する意見を述

べた。

一方，上場企業および会計実務者の立場とし

て柳韓洋行
22)
の常務理事である李哲培および

全国経済人連合会の諮問である具千壽が出席

し，次のように述べた。李哲培［1974］は，「最

も根本的な問題は企業会計原則及び財務諸表規

則が上場法人および投資者保護だけに重点を置

くのではなく，企業経営の側面および税務会計

の側面ならびに一般企業の立場からも調和する

方向に改正することを希望する」（77 ページ）

と述べ，投資者保護を前面に出した改正の趣旨

に対する懸念を表した。具［1974］は，「証券取

引法に一般企業会計の根拠を置くのは不適切で

ある。連結財務諸表の作成は，多大な事務能力

の浪費と従属法人の経営の独自性を阻害する恐

れがある。支配法人と従属法人における決算

期，会計方式，および業種が相違する場合の作

成上の問題点も多い。非公開会社の財務諸表を

添付する場合，会計原則に依拠して財務諸表を

作成することに問題がある」（78 ページ）と述

べ，企業会計原則の法制化および連結財務諸表

作成の義務化に対して強い懸念を表明した。

さらに，会計学界からソウル大学教授である

李正浩が出席した。李正浩［1974］は，「本来企

業会計は企業および利害関係の種々の集団と関

連しており，債権者・投資者のみのための会計

になってはいけない。特定集団だけのために会

計原則および会計処理規程を作成するのは会計

原則制定の本質にそぐわない」（84 ページ）と

述べ，改正案が上場法人および同法の適用を受

ける法人に会計原則の適用を法的に強制するも

のとなっていることを批判した。

第 184 巻 第１号30



以上，企業会計原則の改正案に関する公聴会

における利害関係者の意見を検討した。諸見解

から確認されるのは，市場関係者側と，それ以

外の実務側および学界側との意見が対立してい

たことである。なお，同改正案が企業会計原則

の改正案とはならずに，上場法人規程として公

表されたことからも，実務界および学界からの

反対が強力であったことがうかがえる。次項に

おいては，実務側の反対理由に関するより詳細

な検討を行うこととする。

４ 実務界の反対理由とそれをめぐる議論の意

義

強力な経済官庁であった財務部が意図した企

業会計原則の改正および法制化が実現しなかっ

たことから，それに対する実務界の反対意見が

財務部の予想をはるかに上回るほど強かったこ

とが推察できる。本項では，実務界の反対理由

を李哲培［1974］と具千壽［1974］の発言に注

目しながら考えることとする。すなわち，前者

の「企業経営の側面および税務会計の側面なら

びに一般企業の立場」を強調する発言および後

者の「連結財務諸表の作成は，多大な事務能力

の浪費と従属法人の経営の独自性を阻害する恐

れがある」という発言が，これである。

まず，企業経営の側面および税務会計の側面

から考える。当時は，企業が輸出成果によって

評価されていた（金［2009］113 ページ）こと

と，企業会計より税務会計が優先されていた

（南・鄭［2007］330 ページ）ことなどから，企

業会計原則に基づいて財務諸表を作成する企業

のインセンティブは極めて低かったと考えられ

る。それに加えて，企業会計原則の法制化に

伴って発生する諸コスト，すなわち経理体制の

充実，会計システムの変更などに伴うコストが

莫大に膨れ上がると考えられた。例えば，企業

会計原則の改正案においては，連結財務諸表の

作成が義務化される上に，提出すべき附属明細

書は 17 部から 25 部へ増加し（資料参照），10

あった脚注は 36 の注釈と６の注記へと変更さ

れる（表３参照）など，開示内容の大幅な拡充

が意図されていた
23)
。

次に，上場企業ではなく一般企業からの側面

および連結財務諸表作成の義務化の問題点を考

える。当時の企業形態の多くは個人企業であ

り，「所有と経営の一致」（韓［1988］45 ページ）

の思想が根強かった時期であった。したがっ

て，財務諸表の開示に対するインセンティブの

低い一般企業が，連結財務諸表を作成して関連

会社の情報を開示することに対して強く反発し

たと考えられる。

これらの理由によって，会計ルールの設定側

と会計ルールの実務側の妥協の産物として上場

法人規程が公表されたと考えられる。すなわ

ち，公開政策を推進する過程において会計ルー

ルの強化を図る政府側が，会計基準の法制化を

拒む企業側の要請を受け入れることで成立した

のが上場法人規程であったと考えられる。そし

て，1976 年に改正された企業会計原則
24)
にお

いて，資本金（出資金）または資産総額が５千

韓国会計制度の形成と変化 31

9貸借対照表
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−

上場法人規程

注記

7

計

−連結財務諸表

脚注

企業会計原則

636

−51損益計算書

注釈

624

表３ 脚注・注釈・注記の比較

（出所）金［1979］89 ページ。



万ウォン未満の企業に対しては，附属明細書（未

処分剰余金明細書および製造原価明細書を除

く）および連結貸借対照表の作成の省略が認め

られたことにより，実務側の反発を抑えること

ができたと考えられる。

上場法人規程は，「企業会計原則を大幅に改

正する過程で発生した過渡期的な産物」（南

［1979］458 ページ）であり，「法的強制力のあ

る上場法人規程が上場法人だけでなく，全ての

企業に適用される会計規範として受け入れられ

ていた」（金融監督院［2002］185 ページ）ため

に企業会計原則の存在意義を低下させたなど，

多くの論者から批判されてきた。

一方，上場法人規程の制定によって，企業の

開示に関する基準が強化されたことと，会計

ルールの形成に実務側が積極的に関わるように

なったことも事実である。とりわけ，後者につ

いては，「従来は政府と公認会計士協会の主導

によって会計ルールが制定・改正されてきた」

（権［1989］174 ページ）のに対して，後の上場

法人規程の１次改正および企業会計原則の２次

改正の際は，公認会計士協会のみならず実務側

も改正案を提示したことが挙げられる。このよ

うに実務側が会計ルールの設定に積極的に加わ

るようになったこと，およびこのような実務側

の動きが可視化されたことにおいても上場法人

規程の制定の意義はあったと評することができ

る。

以上，実務界の反対理由とそれをめぐる議論

の意義に関する検討を行った。次節において

は，会計実務側において最も積極的に活動して

いる上場会社協議会（以下「上場協」という）

について検討する。

Ⅴ 上場会社協議会の会計制度への関与
25)

上場協は，上場会社が 100社に達したことを

契機に，財務部および証券取引所の支援の下で

1974 年２月に設立された。企業開示制度の徹

底した履行を通じて投資家を保護するととも

に，上場会社関連政策および業務に関する関係

当局との協議・調整を通じて上場会社の共同権

益を擁護することを目的としている。さらに，

会員懇談会などを通じて上場会社の意見をまと

めて上場会社関連制度および法規の改善へ反映

することも主要事業として推進している。本節

では，上場協が会計制度にいかに関わってきた

かに関して検討する。

上場協は複数の附設諮問委員会を設置してお

り，そのひとつが会計税務諮問委員会
26)
であ

る。同委員会は，「上場会社の会計制度を始め，

法制度および実務などにおける問題点を専門的

に研究・検討し，改善策および合理的な処理法

案を模索する」ことを目的に，1975 年９月に設

立された。その組織は委員長
27)
１人と，上場会

社，韓国公認会計士協会，および韓国会計学会

などからの９名から 16 名の委員によって構成

されている。その活動の特徴として次の３つが

挙げられる。

第１に，会計税務諮問委員会が関係当局の動

きに連動して会計ルールの形成に積極的に関

わっていることである。例えば，証券管理委員

会
28)
が会計制度諮問委員会を設置し，1979 年

に上場法人規程を改正することを決定したこと

に対応して，会計税務諮問委員会も上場法人会

計処理規程改正審議委員会を発足させ，改正案

を作成し，証券管理委員会に提出した（上場会

社協議会［2003］214-215 ページ）。

第２に，会計税務諮問委員会が会計ルールの

設定側の動きをしばしば先取りして会計ルール

に対する意見を発信していることである。例え

ば，上場法人規程の初度適用以降，上場会社に

対して設問調査を実施してまとめた上場会社の

総合意見を会計制度諮問委員会に提出したこ

と，1977 年に固定資産の減価償却方法の変更に

関する基準の明確化に関する意見書を提出した

こと，ならびに 1980 年に建設業種会計処理指

針（案）を提出したことなどが挙げられる（上
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場会社協議会［2003］215 ページ）。

第３に，会計税務諮問委員会が会計制度の普

及および研究を推進していることである。出版

物として，1980 年１月創刊した『季刊上場協』

を年２回発刊する一方，『上場法人に対する公

認会計士監査制度の問題点および改善方案』

［1979］，『企業会計および税法における差異の

解消のための研究報告書』［1987］などといった

研究報告書を，現在まで出版している。さらに，

「上場法人等の財務諸表に関する法規セミ

ナー」［1975］，「企業会計および税務会計の差異

点の調整および連結財務諸表の作成要領などの

事例解説セミナー」［1976］などのセミナーを開

催し，会計制度の普及および研究に貢献してい

る。

以上のように，会計税務諮問委員会は上場会

社側の実務および意見などを吸い上げてそれを

ルール設定主体に伝達する役割を果たしている

とともに，上場会社に対しては，具体的な会計

業務処理手続きおよび方法などに関する出版物

およびセミナーなどを通じて会計ルールの普及

および定着に関わる活動を行っている。

以上，会計制度に関する上場協の活動および

役割に関して検討した。次節においては，1981

年に制定された企業会計基準の背景，経緯，お

よび内容などについて検討する。

Ⅵ 企業会計基準の公表とその背景

会計制度諮問委員会は，会計基準の改正に当

たって韓国会計学会，韓国公認会計士協会およ

び上場協などの意見を多く受け入れ，２年余り

の研究の末，改正案を提出した。そして，1980

年 11月に「上場法人等の会計処理に関する規

程」を，1981 年４月に「上場法人等の財務諸表

に関する規則」を，1981 年１月に企業会計原則

を，1981 年６月に財務諸表規則をそれぞれ改正

したことにより，上場法人規程と企業会計原則

はほぼ同じ内容になった。そして，それらの内

容の大部分を承継し統合した企業会計基準が

1981 年 12月に公表され，それまでの企業会計

の関連規程は全て廃止された（朴［1982］

365-367 ページ）。

１ 企業会計基準の制定の背景

企業の公開の拡大に伴って直接金融からの資

金調達も増加しつつあったが，金融機関からの

借入金の割合は依然として大きかった（表１参

照）。その原因は第４節で述べた理由に加え，

企業公開政策と矛盾した政府の経済政策からも

見出すことができる。すなわち，1973 年から

1979 年までの重化学工業育成計画の推進過程

において，重化学工業部門に属する企業は，特

恵金融および政策金融ならびに一般与信も優先

的に受けられた。さらに政府は，重化学工業を

育成するために戦略産業の投資に対する与信の

保証，補助金の支給，民間企業の危険負担の肩

代わりなどを行っていたのである。

このように金融資源の配分において重化学工

業を優先的に扱った結果，重化学工業部門への

過剰投資
29)
がもたらされ，同部門に参入した企

業の負債比率が急上昇した。その後，２度にわ

たるオイル・ショック，世界景気の後退および

1979 年以後の政治的混乱
30)
などで，韓国経済

は 1979 年から著しいインフレーションと景気

停滞を経験した。とりわけ，1980 年には年間

40％近い物価上昇とマイナスの経済成長率

（−3.7％）を記録した（権［1989］165-166 ペー

ジ；SaKong［1993］訳 59-64 ページ）。

政府は企業体質の強化，とりわけ重化学工業

部門に参加している大企業の財務構造を改善す

るため，企業体質強化措置
31)
（1980 年９月）お

よび「株式会社外部監査に関する法律
32)
（以下

「外監法」という）」（1980 年 12月）を制定・公

布した。そして，既に改正が終わっていた上場

法人規程および企業会計原則を統合・調整する

作業が 1981 年下半期から進められ，企業会計

基準が公表された（金融監督院［2002］240 ペー
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ジ）。

２ 企業会計基準の内容

企業会計基準はその第１条において，「この

基準は外監法の第 13 条の規定により同法の適

用を受ける会社の会計および監査人の監査に統

一性および客観性を付与するために，会計処理

および報告に関する基準を定めることを目的と

する」と規定している。このように企業会計基

準の法源を外監法に求めることにより，企業会

計基準は法律的性格をもつことになったとされ

る（南・鄭［2007］312 ページ）。

同基準の施行に当たり，経過措置を附則に定

めるとともに資本金（または出資金）あるいは

資産総額が１億ウォン未満の企業は，財務状態

変動表と各附属明細書（未処分利益剰余金と製

造原価明細書を除く）および連結財務諸表の作

成を省略することができるという規程（第 133

条）を附則に設けることにより，企業会計基準

を全ての企業に適用することとした（笠井

［1982］328 ページ）。

主要な改正内容は次の通りである。①比較財

務諸表の作成を義務化した。②財政状態変動表

を基本財務諸表として新規採用する一方，附属

明細書を基本財務諸表から除外した。その結

果，財務諸表の範囲は貸借対照表，損益計算書，

利益剰余金処分計算書（または欠損金処理計算

書）および財政状態変動表へと変更された。③

附属明細書の範囲が 19 部へ縮小された（資料

参照）。④業種別会計処理基準を別途制定でき

るようにした（朴［1982］364-365 ページ；笠井

［1982］328 ページ）。

３ 企業会計基準の制度的特徴

会計制度諮問委員会の委員として直接改正作

業に加わった後，改正の背景および方向を記述

した南［1981］を中心に検討すると，上場法人

規程の制定の際と企業会計基準の制定の際にお

ける大きな違いは，制度設定時における関係者

間のコンセンサスにあったことが確認できる。

すなわち，「今回の改正は証券管理委員会傘

下の会計制度諮問委を中心に官界，学界および

実務界の合同作業の結果である
33)
。従来は官界

および公認会計士協会を中心に制定作業を進め

たが，今回の改正作業は理論的基礎を提示する

学界
34)
および企業実務の立場を代弁する上場

協および全経連の意見が反映され，多数の利害

関係者の意見が総合された」（南［1981］56 ペー

ジ）のである。

また，改正に当たって最も考慮された事項は，

国家政策を考慮した政策的な配慮である。すな

わち，「国家の経済政策の促進のため，企業に与

える衝撃を緩和するよう，経常的な研究開発費

を除いた研究開発費を繰延資産に計上するよう

にした。臨時巨額の外貨換算損失は従来の通り

に繰り延べることができるようにし，開発費は

なくす代わりに計上済みの開発費を５年内に償

却できるようにしたことも，国家政策的な見地

から認められたものである」（南［1981］58 ペー

ジ）としている。

これらに加えて，企業会計原則の改正時に比

して，企業会計基準の制定に対する実務界から

の反発が少なかった理由として考えられるのは

次の２つである。第１に，資本金（または出資

金）あるいは資産総額が１億ウォン未満の企業

に対しては，財務状態変動表と附属明細書（未

処分利益剰余金と製造原価明細書を除く）およ

び連結財務諸表の作成を省略できるようにした

ことである。これにより，非公開企業が企業会

計基準を適用する際のコストが大きく軽減され

たと考えられる。

第２に，実務界の要請の多くを取り入れたこ

とである。例えば，強制作成の附属明細書の内

容が縮小されたこと，業種別会計処理基準の別

途制定が可能になったこと，ならびに外貨表示

の資産・負債の評価方法および外貨換算差損の

処理方法が変更されたこと
35)
などが挙げられ

る。
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Ⅶ おわりに

以上本稿では，上場法人規程および上場協に

焦点を当て，韓国会計制度の形成と変化の初期

過程を分析した。上場法人規程は会計ルールの

設定側と会計ルールの実務側の妥協によって制

定されたため，会計制度の二元化をもたらした

との批判を受けた。しかし，会計ルールの形成

過程において「会計実務と公的規制との相互

フィードバック」（浜本［1995］10 ページ）とい

うプロセスを生み出す契機を提供したことに，

同規程の意義を見出せる。すなわち，同規程の
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資金運用表

17

○

企業会計原
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＊＊

企業会計
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＊＊＊上場法人規程

利益剰余金明細書

○

○

○

合 計

企業会計原則

○○

1925

○○○修繕費明細書
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○
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○役員・監査役と株主との取引明細書
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○
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貸付金明細書 ○

○

○

○○○○無形固定資産明細書
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○○○
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○未処理欠損金明細書

○○○関係会社債権（貸付金）明細書

○ ○

有価証券明細書 ○ ○ ○ ○

○

○○法人税等明細書

○

未処分利益剰余金明細書 ○ ○ ○

○

資料 附属明細書
＊
の変遷内容

（注）
＊
任意作成の明細書を除く。

＊＊
特例により，資本金（出資金）または資産総額が５千万ウォン未満の企業は，各附属明細書（未処分利益剰

余金明細書および製造原価明細書を除く）の作成を省略することができる。
＊＊＊
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余金明細書および製造原価明細書を除く）の作成を省略することができる。



制定によって会計制度の主要な機能である「富

の再分配機能」（浜本［1995］10 ページ）を実務

側が認識するようになった。そのため，それま

で規制側のみによって主導されてきた会計ルー

ルの形成に，実務側が積極的かつ自発的に関わ

るようになった。これらの影響は後に会計ルー

ルが会計実務に漸次受容・普及されていくこと

にも繋がった。

本稿の貢献として次の３つが挙げられる。第

１に，制度派理論を援用したことによって，韓

国会計制度の制度的発展過程のバックステージ

やその含意の解明ができたことである。すなわ

ち，制度派理論を用いることによって，会計ルー

ルを受け入れる実務側が会計ルールの形成に関

わることになった背景や過程を説明することが

可能となった。第２に，開示情報，とりわけ附

属明細書を，統計情報やその他の１次資料など

に基づいて具体的かつ詳細にまとめることがで

きたことである。第３に，韓国会計制度の初期

段階における通史的な考察を行ったことによっ

て，韓国会計制度におけるターニングポイント

としての意義を上場法人規程に見出したことで

ある。

1981 年 12月に制定された企業会計基準は，

1997 年まで政府の政策目的に伴って９回にわ

たる改正が繰り返され，一貫性や国際的調和化

への配慮がないまま頻繁に変更されてきたと批

判されてきた（企業会計基準書前文［2000］）。

そして，1997 年の金融危機以降，企業会計基準

は国際通貨基金と世界銀行の要求を反映して全

面改正された。筆者は本稿の続稿においては企

業会計基準の改正を逐次追跡しながら，会計

ルール設定側の政策目的によって会計制度がど

のように展開していったのかを分析することと

する。
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ジ）。

６）ここでは日本の高度経済成長期を，会計制度の高

度経済成長期に適合した部分，および高度経済成長

に貢献した部分に関して研究した岡田［1999］の定

義を援用して，1958 年から 1974 年までとする。そ

れは，同期間において，銀行に吸収された民間貯蓄

が企業の中・長期の投資に結びつき，企業による積

極的な投資が拡大再生産に結びついた時期であると

説明している（岡田［1999］140 ページ）ためであ

る。すなわち，このことは資本市場を通じた直接金

融より銀行を通じた間接金融が主要な資金調達源で

あったことを意味するとともに，資本市場が充分に

発達していなかったことを意味するからである。

７）ここで日本を取り上げる理由は，韓国の企業会計

原則が多くの部分において日本の企業会計原則を継

受して形成された（権［1989］124 ページ；金融監督

院［2002］118 ページ）からである。さらに，日本の

企業会計原則も「重要な部分はアメリカの会計原則

―特に S-H-M 会計原則―を受けついで」（中村

［1973］31 ページ）設定された。すなわち，両国の

原則は，U. S. GAAPが「経済的・制度的状況のなか

で会計実務を合理化し，それに対して社会的（制度

的）合意を獲得するための制度として設定され，今

日まで引き継がれているものである」（加藤［1994］

14 ページ）という形成過程を辿っていないことが類

似しているからである。

８）詳しい内容は第Ⅴ節を参照されたい。

９）二元化とは，上場法人に対する法律である上場法

人規程と一般企業に対する法律でない企業会計原則

という２つの会計基準が併存していることである

（権［1989］141 ページ）。

10）実務側以外に，学界にもそのような動きが見受け

られる。すなわち，従前は「会計学セミナー同好会」

として活動をしていた会計学者らが 1973 年 10月に

韓国会計学会を創立した。同学会は現在韓国の会計

理論研究の中心となっている。

11）本稿においては，制度派理論の１つである比較制

度分析を援用する。制度派理論の系譜，および比較

制度分析を援用した会計研究の可能性に関する詳細

な検討については，藤井［2007］第１章を参照され

たい。

12）日本の制度に置き換えると，証券取引法の附属明

細表に該当する。

13）1954 年から大企業に施設資金の融資を担うように

なった韓国産業銀行が，融資を行うために対象とな

る企業に対して財務諸表を要求しその分析を行っ

た。しかし，その形式，配列方法および勘定科目な

どが様々であったため，それらを企業の財務諸表分

析または経営分析指標として用いることは不可能で

あった（金融監督院［2002］75-76 ページ）。

14）1962 年に制定された証券取引法は，企業会計原則

が外部監査において準拠する基準であることを明示

した。同年に制定された商法は，原価による資産評

価を採択し，繰延資産に新株発行費および社債発行

費を追加規定した。法人税法は 1968 年の改正にお

いて，確定申告書に添付する財務諸表を財務諸表規

則に準拠し作成しなければならないと規定した（第

26 条）（金融監督院［2002］84-85 ページ）。

15）1974 年の税制改革において，帳簿を備えて記帳す

る者に対する記帳税額控除を日記帳義務者以外の簡

易帳簿義務者へまで拡大した。このことから当時に

は帳簿を備えていない企業も多く存在していたこと

がうかがえる。

16）海外借入が急増した要因の１つとして 1965 年の

金利改革ならびに急激なインフレにもかかわらず安

定的に維持されていた為替レートが挙げられる。そ

の結果，外債に対する実質金利がマイナスになった

だけでなく，国内借入の金利よりもかなり低かった。

さらに，国内信用が厳格に割り当てられていたのに

対し，輸出関連信用はほとんど自動的に供給されて
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いた。そのため，企業にとって海外借入がよりいっ

そう魅力的なものであった（SaKong［1993］訳 110

ページ）。

17）公開法人に法人税率の特例を認め，非公開法人に

比較して低い税率を適用した。固定資産に対する減

価償却費の計算に関しても法人税法の定めによる特

例を認めた。さらに，発行する株式総数を発行済株

式総数の４倍まで認めた（蔡［1979］454 ページ）。

18）その原因として，当時の韓国の財閥が家族支配に

よる企業結合の段階にあったために家族支配の閉鎖

性が根強かったこと（梅津［1978］11 ページ），なら

びに公開による資金調達が銀行借入と比較して資本

コストおよび投資リスクが高かったことなど（権

［1989］138-139 ページ）が挙げられる。

19）例えば，公開不履行法人の銀行監督院への通報，

銀行からの新規与信の封鎖，および既存銀行与信の

償還期日の延期の不認可（韓［1988］33 ページ），な

らびに法人税および所得税の課税の際における不利

な条件など（蔡［1979］455 ページ）が挙げられる。

20）発行株式総数（議決権のない株式を除く）の過半

数の株式を実質的に所有する支配法人は従属法人と

の連結財務諸表を作成し財務諸表に添付しなければ

ならない（1976 年１月１日以降開始する会計年度分

から適用）（上場法人規程第５条）。

21）公聴会における発言以外にも，「企業会計を発展

させるより上場会社の管理および利害関係者の権益

の保護を重要視する観点から上場法人に対する会計

規定か制定された」（李［1975］36 ページ；南・鄭

［2007］310 ページ）と指摘する論者や，「すべての

企業に対して共通的に適用できる普遍妥当性を有し

ていなければならない『企業会計原則』を証券取引

法によって法制化することは無謀なことであり，利

害関係が相違なる様々な利害集団の観点からみる場

合に公平性が失われる危険性がある」（高［1978］

101 ページ）と論ずる論者からも，改正案に対する

当時の批判の激しさがうかがえる。

22）柳韓洋行は医薬品の製造および販売企業であり，

1926 年に設立され，1962 年に上場された。

23）同改正案の内容をそのまま受け継いで上場法人規

程になったため，改正案の開示内容は，資料および

表３の上場法人規程の欄を参照されたい。

24）企業会計原則の主要な改正内容は，①包括主義に

よる損益計算書の作成，②財務諸表の体系の変更（損

益計算書，剰余金計算書，剰余金処分計算書，貸借

対照表および附属明細書），③連結財務諸表の作成

の義務化，④資金運用表および未処分利益剰余金明

細書の必須附属明細書への追加，⑤取得原価評価を

原則とし，一部資産（例えば，土地など）の時価評

価を例外的に容認，⑥外貨表示資産・負債に関する

勘定科目および評価方法の新たな導入，ならびに外

貨換算差損益の処理方法の規定，などであった（金

融監督院［2002］151 ページ）。

25）本節は上場会社協議会［2003］に多くの部分を依

拠している。

26）会計制度研究委員会として発足された後，1978 年

に現在の委員会に拡大・改編された。同委員会以外

に監査業務諮問委員会，株式業務諮問委員会，金融

財務諮問委員会がある。

27）初期委員長は公聴会に出席した李哲培である。

28）1976 年末証券取引法の改正により企業会計に関

する業務を新たに担当するようになった。

29）1976 年に 25.8％であった軽工業への投資比率は

1979 年に 18.1％へ低下した一方，重化学への投資

比率はそれぞれ 74.2％から 81.9％へ増加した

（SaKong［1993］訳 62 ページ）。

30）1979 年朴大統領の暗殺の後，当時国務総理であっ

た崔圭夏が第 10 代大統領に選出されたが，労働運

動および学生運動などによる政治不安が続いてい

た。そして，1980 年５月の戒厳令を契機に軍部が政

治に介入することになり，1981 年２月に全斗煥が大

統領に当選した（権［1989］163 ページ）。

31）企業体質強化措置は次のようなものであった。①

企業の非業務用不動産を売却させるために税制およ

び金融上の特恵を提供する。②大企業の体質を補強

させるために系列企業を整理して主力企業中心に運

営体制を改編する。③金融機関の与信管理を強化す

る。④企業の財務構造改善のために法人税引下げ，

紙上配当税制の緩和および増資所得を控除する（権

［1989］166 ページ）。

32）外監法は，上場法人であるか否かに関わらず，資

本金５億ウォン以上または資産総額 30億ウォン以

上の株式会社は，公認会計士の監査を受けなければ

ならないと規定しており，同法律が制定されたこと

によって会計基準の統一および外部監査制度の整

備・強化が図られたものと評価されてきた（笠井

［1982］329 ページ；権［1989］172 ページ；金融監

督院［2002］227 ページ）。また，企業体質強化対策

の１つとして制定された同法律の目的は，経営者お

よび独立外部監査人による適正な会計処理および会

計監査の実施を定めることによって，利害関係者の
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保護および企業の発展を図ることであった。そし

て，後の企業会計基準の制定，外部監査の拡大およ

び外部監査審議委員会の構成の基礎となった（南・

鄭［2007］310 ページ）。

33）「〔……〕第２次改正も過去と同様に財務部の主導

で行われたが，改正作業は〔……〕従来とは違って

学界，企業界の意見を広く聴取して会計原則を定め

た」（梁［1984］110 ページ）。

34）韓国会計学会は，証券管理委員会の要請により，

会計原則改正に関する意見を審議・提出（1979 年６

月）した（金融監督院［2002］199 ページ）。

35）企業の財務構造における外国からの借入の割合が

高かったため，為替の変動による外貨表示負債が財

務諸表に与える影響は大きなものであった。した

がって為替変動による衝撃を緩和するため，外貨換

算差損を５年間にわたって繰り延べ，均等償却でき

るようにした。
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